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１【提出理由】

当社は、2020年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年６月26日

 

(2) 決議事項の内容

＜会社提案　第１号議案から第３号議案まで＞

第１号議案 剰余金の処分の件

ア 配当財産の種類

 金銭

イ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

   当社普通株式１株について216円

 総額　　1,740,594,528円

ウ 剰余金の配当が効力を生じる日

 2020年６月26日

エ 配当金支払開始日

 2020年７月15日

 

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、浅沼誠、山腰守夫、植芝幸擴、森山起宏、豊田彰啓、藤沢正宏、福田昌史、船本美和子及び

森川卓也を選任する。

 

   第３号議案　監査役１名選任の件

　　監査役として、中川能亨を選任する。

 
＜株主提案　第４号議案及び第５号議案＞

   第４号議案　政策保有株式の売却に係る定款変更の件

 現行の定款に以下の章及び条文を新設する。

 第８章　政策保有株式の売却

 第35条　（政策保有株式の売却）

 当会社が、本条を追加する定款変更の効力発生日現在、貸借対照表に計上している政策保有株式は、第86

期から第88期までの３期中に速やかに売却するものとする。

 
 　第５号議案　剰余金を処分する件

ア 配当財産の種類

     金銭

 イ 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

   518円から、第85期定時株主総会において可決された当社取締役会が提案した剰余金処分に係る議案（以

　下「会社側利益処分案」という。）に基づく普通株式１株当たり配当金額（以下「会社提案配当金額」と

　いう。）を控除した普通株式１株当たりの配当金額を、会社提案配当金額に加えて配当する。 

   第85期１株当たり当期純利益金額から小数点以下を切り捨てた金額（以下「実績ＥＰＳ」という。）が

　518円と異なる場合は冒頭の518円を実績ＥＰＳに読み替える。

   なお、配当総額は、上記の普通株式１株当たりの配当金額に、当社の第85期定時株主総会の議決権の基準

 日現在の配当の対象となる株式数を乗じた額となる。

ウ 剰余金の配当が効力を生じる日

　　当社の第85期定時株主総会の開催日の翌日

EDINET提出書類

株式会社淺沼組(E00120)

臨時報告書

2/4



なお、本議案は、第85期定時株主総会に会社側利益処分案が提案された場合、同提案とは独立かつ同提案と

両立するものとして、追加で提案するものである。

　　（会社注）本議案による配当金開始日は、会社提案の「第１号議案剰余金の処分の件」の配当金支払開始日と

　　　　　　　同日になる。

 
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

 並びに当該決議の結果

 
＜会社提案　第１号議案から第３号議案まで＞

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び

賛成割合
(％)

第１号議案 61,321 1,989 0 (注)１ 可決 95.6

第２号議案    

(注)２

  

浅沼　　誠 54,134 9,178 0 可決 84.4

山腰　守夫 54,126 9,186 0 可決 84.3

植芝　幸擴 54,155 9,157 0 可決 84.4

森山　起宏 54,169 9,143 0 可決 84.4

豊田　彰啓 61,406 1,906 0 可決 95.7

藤沢　正宏 61,408 1,904 0 可決 95.7

福田　昌史 54,118 9,194 0 可決 84.3

船本美和子 54,175 9,137 0 可決 84.4

森川　卓也 61,449 1,863 0 可決 95.8

第３号議案    
(注)２

  

中川　能亨 61,554 1,757 0 可決 95.9

       

 ＜株主提案　第４号議案及び第５号議案＞     

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び

反対割合
(％)

第４号議案 12,610 50,658 0 (注)３ 否決 79.0

第５号議案 15,812 47,450 38 (注)１ 否決 73.9
 

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

４．賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日

出席の全ての株主分）に対する、事前行使及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否が確認できた議決権の

数の割合であります。

５．本株主総会において議決権を行使できる総議決権数は、80,219個であります。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議

事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい

ない議決権数は加算しておりません。
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